
タイ産コーヒー生豆の残留農薬数値について 

 

 

残留農薬基準とは、食品衛生法第 7条に基づく食品の企画基準の一つで、農産物中に残留する

農薬の最大上限値を定めるものです。通常、1kg当たりの農産物に、ある農薬が残留する限度

をmgとして、「ppm（百万分の１）」で表されます。 

残中基準を超えて農薬が残留している農産物は、国産品、輸入品を問わず、流通、販売などが

禁止されます。 

 

 

【どのように設定されているのか？】 

残留農薬基準は、次の２つの要素をもとにして、薬事・食品衛生審議会が設定します。 

 

１、個々の農薬ごとに定められる１日摂取許容量（ADI）：Accetable Daily Intake 

※ADIとは、「人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康に影響をおよぼさないと

判断される量」のことで、動物実験など、科学的な評価に基づいて決定されています。 

２、人１日当たり摂取する農産物の量（暴露量の評価） 

日本では、厚生労働省が毎年行っている「国民栄養調査」から算出します。 

 

加えて焙煎前に、 

生豆の水洗いを行い、乾燥させた後、再度、生豆の中で不純豆を人の目で選別、取り除く作業：

ハンドピッキングを行い選別した生豆だけを焙煎しております。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


